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平成３１年労第８４号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する｡ 

 

事実及び理由 

第１ 再審査請求の趣旨 

労働基準監督署長（以下「監督署長」という。）が平成３０年４月１７日付け及び

同年５月１６日付けで再審査請求人（以下「請求人」という。）に対してした労働者

災害補償保険法による休業補償給付を支給しない旨の各処分を取り消すことを求め

る。 

第２ 事案の概要 

１ 請求人は、Ａ所在のＢ会社Ｃ店（以下「事業場」という。）に雇用され、洗車業

務に従事していた。 

２ 請求人は、平成２９年９月２３日、洗車作業中、左手母指と示指の間を車のスラ

イドドアに挟み負傷し（以下「本件受傷」という。）、同月２７日、Ｄ医療機関を

受診したところ、「左母指捻挫」と診断された。 

  その後、請求人は、同年１１月下旬頃、左手首関節の辺りまで腫れが生じ、左手

がほとんど使えない状態になり、同月２３日から休業し、同月２７日、Ｄ医療機関

を再度受診したところ、「左手関節炎」（以下「本件傷病」という。）と診断され

た。 

３ 本件は、請求人が本件傷病は業務上の事由によるものであるとして療養補償給

付並びに平成２９年１１月２３日から同年１２月２６日までの間及び同月２７日

から平成３０年４月１６日までの間の休業補償給付の請求をしたところ、監督署

長は療養補償給付については支給する旨の処分をしたが、休業補償給付について

は支給しない旨の各処分（以下、休業補償給付を支給しない旨の各処分を併せて

「本件処分」という。）をしたことから、本件処分を不服として同処分の取消しを

求める事案である。 

４ 請求人は、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」という。）に対し審査請

求をしたところ、審査官は、労働保険審査官及び労働保険審査会法第１４条の２

の規定に基づき、これらを併合して審査し、平成３０年１２月２０日付けでこれ
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を棄却する旨の決定をしたことから、更にこの決定を不服として本件再審査請求

をした。 

第３ 当事者の主張の要旨 

１ 請求人 

 （略） 

２ 原処分庁 

 （略） 

第４ 争  点 

請求人の本件傷病が業務上の事由によるものであると認められるか。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 理  由 

 １ 当審査会の事実認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１） 請求人は、以下のとおり主張するので、本件受傷と本件傷病との相当因果関

係について検討する。 

（２） 請求人は、本件受傷のため、平成２９年９月２７日にＤ医療機関を受診し、

「左母指捻挫」と診断された。請求人は申述において、Ｄ医療機関Ｅ医師から仕

事を続けながらであれば１か月程度治療に時間がかかるだろうといわれたため、

痛みを我慢しながら勤務を継続していたところ、その後同年１１月下旬頃には

左手首関節まで腫れが生じたことから、同月２３日から休業した。その後、同月

２７日Ｄ医療機関を再受診したところ休業を要すといわれた旨述べている。 

（３） 請求人は、本件傷病について、医師からは当初受傷した左母指捻挫をかばう

ために過大な負担がかかり、その結果として併発した疾病であると聞いた旨述

べるものの、請求人自身は、左手首をかばっていたという意識はあまりないとも

述べている。 

（４） 本件について、Ｅ医師は、本件傷病の発症機序に関して、平成３０年 1 月１

０日付け意見書において、要旨、「左手母指を車のドアに挟んで捻挫後、痛みに

耐えながら仕事をしていたところ、左手関節痛が出現したとのことで、左手母指

をかばって仕事をしたためと考えられる。」と述べているが、労働局地方労災医
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員Ｆ医師は、同年３月２２日付け意見書において、要旨、「本件傷病の原因は不

詳。受傷直後の病名に手関節に関するものなし。受傷後２か月経過して腫れてき

たことに医学的に受傷との因果関係を認めることはできない。」と述べている。

この点、Ｄ医療機関の診療録をみても、本件受傷後、再受診をした平成２９年１

１月２７日までの間、本件傷病に関する請求人からの申立ても認められず、Ｆ医

師の意見は是認できる。 

一方、Ｅ医師の意見書は、決定書理由で説示するとおり、請求人の診察時にお

ける主訴に基づいて作成されたものであり採用することができない。 

したがって、医学的見地から、本件受傷と本件傷病との間に相当因果関係を認

めることはできない。 

（５） そうすると、本件傷病は業務上の事由によるものということはできない。 

３ 結  論 

よって、本件処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はないから、請求人

の本件再審査請求を棄却することとして、主文のとおり裁決する。 

 

令和２年３月２３日 

 


